
  

平成 ] 7 年Ⅰ 月 3 1 自判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官 

平成 1 5 年 り悌 8 7 2 号 損害賠償請求事件 ( 以下「弔事件」という。 ) 

平成 1 5 年 阿第 ] 0 6 5 号 慰謝料請求事件 ( 以下「 乙 事件」という。 ) 

口頭弁論終結 日 平成Ⅰ <0 年ⅠⅠ 月 2 2 日 

Ⅱ 半 決 

千葉県柏市今谷上町 4 3 一 4 2 

弔事件原告 

同所 

乙 事件原告 

埼玉県上尾市中 妻 3 丁目 ] 番地のⅠ 

弔事件被告・ 乙 事件被告 ブリヂストンサイクル 株式会社 

同代表者代表取締役 

同訴訟代理人弁護士 

主 文 

1  弔事件請求及び 乙 事件請求をいずれも 棄却する。 

2  訴訟費用は， 弔事件・ 乙 事件を通じて 両事件原告の 負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第 ]  請求 

]  弔事件 

弔事件被告・ 乙 事件被告 ( 以下「被告」という。 ) は， 弔事件原告 ( 以下 
  
  

「原告   という。 ) に対し ， 1 ] 万 3 0 7 5 円及びこれに 対する平成 1 4 

年 9 月 ] 0 日 ( 下記事故発生の 日 ) から支払済みまで 年 5 分の割合による 金員 

を 支払え。 

2  乙 事件 

被告は， 乙 事件原告 ( 以下「原告   」 という。 ) に対し， 2 0 0 万円及び 

これに対する 平成 1 4 年 9 月 ] 0 日から支払済みまで 年 5 分の割合に よ る金員 
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たみ自転車 2 台を購入して 乗車中，原告 が乗車していた 自転車のハンドル 

が 急に取られて 同原告が道路上に 転倒したとして ，原告らが被告に 対し，製造 

物 責任を理由として ，原告 ( 弔事件 ) については， 自転車代金・ 同原告が 

負担した原告 の治療費・通院交通費・ 文書料等の，原告 ( 乙 喜作りに 

ついては，慰謝料の ，各損害賠償を 請求した事案であ る。 

Ⅰ 当事者間に争いのない 事実及び証拠により 容易に認定できる 事実 ( 以下「 争 

い のない事実等」 という。 ) 

け ) 原告らは，平成 1 4 年 4 月 2 7 日ころ，被告が 製造したトランジットライ 

ト (TL 1 8 3) という折りたたみ 自転車を購入した ( 以下同自転車を「 本 

件 TL 1 8 3 」 と表示する。 ） 
(2) 原告 は，本件 TL 1 8 3 を購入後練習をして ，平成 1 4 年 5 月中旬に 

旅行で 2 日間使用し，同年 6 月から 8 月の間は月 3 回くらいの頻度で 買物や 

外食のための 移動に使用した。 

(3) 原告 は，平成 1 4 年 9 月 1 0 日，原告 とともに， それぞれ TL l 

に 8 3 乗車して走行中，柏市中新宿 2 一 Ⅰ 9 Ⅰ 6 の歩道上で転倒し ，受像 

した ( 以下「本件事故」という。 甲 1 0) 。 

(4) TL 1 8 3 の前輪は 1 6 インチ，後輪は 1 8 インチであ る。 TL 1 8 3 は ， 

折り畳み操作機能， コンパクト性，軽量化等を 重視した製品であ るため， 車 

輪 が小さく，一般的な 自転車 (2 6 ～ 2 7 インチの車輪車 ) と比べ，走行安 

定性はやや劣る。 

(5) TL 1 8 3 のカタログや 取扱説明書に ，一般的な車輪径の 自転車とは走行 

安定性に差異があ るとの記述がされていなかった。 

(6) 原告らは，平成 1 4 年 9 月 1 1 日 ，本件事故のことを 柏市消費者センター 
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に 相談したところ ，原告らの言い 分が被告に伝えられた。 被告では，本件 事 

故を起こした 本件 TL 1 8 3 を調査の うえ ，同月 2 1 日付で調査報告書を 作 

成して同消費者センタ 一に提出した。 

(7) 原告 が，同年 1 0 月 7 日，消費生活用製品 PL センタ一に相談したと 

ころ，被告から 同月 1 8 日付の原因調査書が 提出された。 同原告は納得せず ， 

同センター へ 調停を申し立てたが ， 同 センタ一の判定会は ，本件 TL 1 8 3 

を 調査して，原告 に対し平成 1 5 年 8 月 7 日付審査結果通知書及び 調 

停案 ( 被告は原告 に対し 2 台の TL 1 8 3 の交付を受けるのと 引き換 

えに，各自転車代金を 支払う。 ) を 送付した。 同調停案については ，被告は 
  受諾の意思表示をしたが ，原告 ・は受諾しなかった ( 乙 1 1 ） 

2  争点 

Ⅲ 本件事故の発生状況 

ア 原告らの主張 

原告らは，平成 1 4 年 9 月 1 0 日， 2 台の TL 1 8 3 に乗車して，長い 

下り坂を，ブレーキを 小刻みにかけながら ，時速約 1 2 キロメートルで 走 

付 していたところ ，坂道を降りきった 付近で，原告 が乗車している 本 

件 TL 1 8 3 の前輪が急に 左にずれたため ，ハンドルを 右に取られて 道路 

に 転倒して頭部右側を 打ち，頭部外傷，右肩・ 啓部 挫傷及び右肩擦過傷の 

傷害を負った。 

イ 被告の主張 

原告らが進行していた 坂は，勾配約 4 度，長さ約 7 0 メートルの下り 坂 

であ り，歩道と車道が 区分され，坂の 下りきった歩道部分は ，歩道に接し 

ている敷地に 車道から出入りできる よう に地盤が切下げられ ，最大で 1 0 

数 センチメートルの 段差がついているところ ，原告 は，段差がっいた 

部分を通り過ぎて 間もな い 個所で転倒したものであ る。 この勾配は， 自転 

車で走行するにはかなりきつく ，段差の つ いた個所で衝撃を 受けることも 

3 



あ り，運転に未熟であ ったり，気をつけていないと 事故を起こしやすい 場 

所であ る。 

(2) TL 1 8 3 は，一般的な 径の車輪を持っ 自転車と比べ ，通常走行に 影響が 

あ るほどに安定性が 劣るか ( 構造上の欠陥の 有無 ) 。 

ア 原告らの主張 

  げ ) TL 1 8 3 は，前輪が後輪より 小さく，前輪の 方が後輪より 滑りやす 

い 構造になっていることが ，安定性を欠いている 原因であ る。 

す な む ち，摩擦係数は ， 低 荷重の方が高く ，荷重を増すほど 減少して 

と し く る ， タイヤのゴムは 接地圧依存性があ り，接地圧は ，接地面積 

当たりの荷重によるが ，接地圧が高いほど 摩擦係数は低くなるので ， 滑 

りやすくなる。 よって，車輪 径は， 小さくなればなるほど 接地面積が減 

少し，荷重が 一定であ れば，接地圧が 高くなるので ， ょり滑りやすくな 

るのであ る。 他方で， J I s ( 日本工業規格 ) の自転車操縦安定性能 試 

験の方法では ，前輪よりも 後輪の空気圧を 高くするように 定めているが ， 

これは，前輪の 空気圧を下げて ，前輪の接触面積を 広げて接地圧を 下げ ， 

滑らないように 配慮しているのであ り， このことからすると ， TL l 8 

3 のように，前輪と 後輪とで滑りやすさに 差があ るということは ， 自転 

車の走行安定性を 欠くということになる。 

( ィ ) また，     1 8 3 は，ホイールベースが 短いため，操舵ヘッドアンバ 

かめ 角度が悪く， このことがハンドルがふらつく 原因となっている。 

イ 被告の主張 

TL 1 8 3 には，構造上の 欠陥は存在しない。 
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走行性への影響はない。 

被告は，昭和 5 1 年ころから小径の 折りたたみ自転車の 製造，販売を 行 

っており， TL 1 8 3 については平成 1 3 年 9 月ころから販売を 開始し ， 

平成 1 6 年 8 月までの販売台数は 3 万台以上に達しているが ，転倒事故の 

連絡を受けたのは 本件事故以外にない。 

自転車においては ，前後 2 輪という構造から ，本来安定性を 欠いている 

ものであ るが，重心の 真下に車輪の 接地線がくることが 直立安定の基本原 

理 であ り，そのようにアラインメント ( 配置 ) をすることが 望ましいこと 

になる。 この自転車の 前輪のアラインメントに 関しては， I SO  ( 国際 標 

準 化機構 ) は，操舵系の 幾何学的配置として ，操舵ヘッドアンバルが 地線 

に 対し一定の角度を 有すること及び 操舵 軸が ，一定の箇所で ，車輪中心 

線を通り地線に 垂直な 線 と交差することを 推奨しているところ ， TL l 8 

3 は，いずれの 基準にも合致している。 また， 日経ウーマン 誌の平成丁 5 

年 5 月号には，読者が TL 1 8 3 外 3 台の折りたたみ 自転車を試乗しての 

意見が掲載されているが ， これは，全体として「思いの 外走行性はマル」 

という評価であ り， TL 1 8 3 は前輪より後輪を 一回り大きく 設計してい 

るため， ゴ ツ ゴツした感じが 少なく， タイヤが小さい 割に安定するとなっ 

ている。 

また，国民生活センタ 一では，普及 品 と見られる希望小売価格 3 ～ 4 万 

円の折りたたみ 自転車を対象として ，耐久性，安全な 走行に着目した 乗り 

やすさ，組み 立てやすさをテストしたが ， このテスト結果は ， 折りたたみ 

自転車は，小径タイヤを 採用している 銘柄が多く，一般的な 自転車 (2 4 

～ 2 6 インチ ) と 比べ直進走行や 旋回走行などの 乗車感覚が異なると 考え 

られ，運転感覚に 十分慣れない う ちは転倒などの 事故にっながる 可能性が 

あ ることを指摘してはいるが ，小径自転車にタイヤが 横滑りするという 構 

進上の欠陥があ ることは指摘していない。 
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また，前後輪のタイヤのサイズが 異なる自転車は ，昭和 4 6 年ころから 

実用化されるに 至ったが，今日まで ，前輪が横滑りするという 知見や情報 

は 得られていない。 現在でも，前後輪のタイヤのサイズが 異なる各種の 自 

転 車が販売されている。 

本件事故は，原告 の不注意または 未熟な乗り方によって 発生したも 

  のであ る。 

(3) 被告は，小径 輪 折りたたみ自転車の 危険情報を取扱説明書等に 記載すべき 

であ ったか ( 表示上の欠陥の 有無 ) 。 

ア 原告らの主張 

現代では，折りたたみ 自転車はコンパクトになり ，収納や搬送が 容易で 

あ るため， 自動車や公共交通機関での 携行，屋内での 保管等の点から 需要 

も 多く， 自転車専門店でない 各地のホームセンターやスーパ 一で販売され 

たり，インターネ、 ット による通信販売がなされるなど ，容易に入手するこ 

とができ，かっ 利用されている 状況であ る。 しかし，折りたたみ 自転車の 

危険性については ，原告らが TL I 8 3 を購入する際には 全く情報を提供 

されておらず ，事前に適切な 情報を得でいれば ，原告らは TL 1 8 3 を 購 

入しなかった。 被告には，一般の 消費者のすべてが 安全に乗車できる よう 

錯覚させて販売したものであ り，製造物責任法 2 条 2 項にい う 指示・警告 

上の欠陥があ る。 

イ 被告の主張 

被告は，取扱説明書で ， 乗り慣れない 自転車に乗るときは ，空地や公園 

などの安全な 場所で よ く練習をする よう 注意しまた上り 坂や下り坂での 

変速機の操作方法を 説明するとともに ，急な上り坂や 下り坂では， 自転車 

から下りて押すことや ，ふらついたりスピードが 出過ぎて危険であ る と 

を 注意している。 

(4) 原告らの被った 損害 



ア 原告らの主張 

( ア ) 原告 

① 原告らの折りたたみ 自転車代金及び 振込手数料の 合計 

8 万 0 2 6 0 円 

② 原告 の治療費 Ⅰ 万 2 2 6 0 円 

③ 原告 の通院交通費 1 3 0 0 円 

④ 文書料 Ⅰ 万 6 1 0 5 円 

⑤ 第一通報者へのお 礼 3 1 5 0 円 

  

( イ ) 原告 

原告   は ，原告 の 経営する理容店の 従業員であ るが， 受傷 の 結 

果 ，痛み， めまいなどがあ り， 3 日間休業せざるをえなかった。 頭部の 

痛みは約 6 か 月間継続し，右肩には 傷が幅 2 センチメートル ，長さ 4 セ 

ンチメートルほどの 傷が残った。 以上による精神的苦痛を 慰謝するには 

2 0 0 万円が相当であ る。 

第 3  当 裁判所の判断 

1  争点 (1) ( 本件事故の発生状況 ) について 

2 手 4 4 3, 乙 2 1, 原告 常 代及び弁論の 全趣旨に よ れ ば ，原告らは， 2 

白め TL 1 8 3 をそれぞれ運転して ，原告 はブレーキを 小刻みにかけなが 

ら ，本件事故現場へ 通じる坂道の 歩道上の中心付近を 下っていたこと ，坂は ， 

相当程度の勾配があ って，ブレーキをかけなければ 高速度となるほどであ り 

歩道は車道より 約 2 0 センチメートル 高くなっていたこと ，坂を下りきった 歩 

道 部分は，歩道に 接している敷地に 車道から出入りできるよ う に，約 4 メート 

かめ 長さで地盤が 緩やかに切下げられていること ，当該歩道部分は ，敷地側か 

8 車道側に向かって 傾斜を持たせていること ，原告 は ，上記歩道が 切下げ 

られている個所を 通り過ぎて，通常の 高さと平坦に 戻った歩道を 進行し始め ， 

まもなく街灯の 支柱の付近で 転倒したことが 認、 められる。 
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2  季 刺 2) (TL 1 8 3 の構造上の欠陥の 有無 ) について ) 

(1) そこで，本件事故が TL 1 8 3 の構造上の欠陥に よ るものか否かほついて 

判断する。 

(2)  甲 Ⅰ， 2,  7, 2 2, 2 7, 3 2, 3 5, とコ 2, 4, 5, 6,  ⅠⅠ， 1 7 

～ 2 0, 2 4, 2 5, 原告   及び弁論の全趣旨に ょ れば，次の事実が 認め 

られる。 

ア 原告 は，平成 1 4 年 4 月 2 7 日ころ，本件 TL 1 8 3 を購入後， 練 

習 なして， 同年 5 月中旬に旅行で 2 日間使用し，その 後も自宅付近で 乗車 

することがあ ったが，そのころまでは ，初めて乗ったときを 除き，特段の 

違和感はなかった。 

T イ L 1 8 3 は ， 折りたたみ自転車として 折り畳み操作機能， コンパクト 

性 ，軽量化等を 重視した自転車であ る。 

小径車輪の場合，車輪の 慣性モーメントが 一般的な自転車に 比べて小さ 

いため，ハンドルの 動きが軽く敏感になるが ， このことをハンドルの ふら 

つきといっている。 しかし， これは，感覚的なものであ り，練習や ，漬 れに 

よって解決することができ ，一般的な自転車とほとんど 変わらない操作・ 

走行をすることができる。 

小径 車は ，一般的な自転車と 比 ベ ホイールベー スが 小さいため，走行時 

0 回転半径が小さくなり ，走行安定性への 影響がでてくる。 また，手放し 

で 倒れないで走行できる 距離も一般的な 自転車ょりは 短くなる。 

直進安定性は ，前輪系のアラインメントをもとに ，ホイールベースや 軍 

輪径 その他全体の 設計内容も加わって 決定され，車輪後のみによって 決ま 

も る のではない。 そして， この自転車の 前輪のアラインメントに 関しては， 
I SO  ( 国際標準化機構 ) は，操舵系の 幾何学的配置として ，操舵ヘッド 

アングルが地線に 対し一定の角度を 有すること及び 操舵 軸が ，一定の箇 

所で，車輪中心線を 通り地線に垂直な 線 と交差することを 推奨していると 
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ころ， TL 1 8 3 は，いずれの 基準にも合致している。 

ウ 工業標準化法に 基づき，一般用自転車の 車体部，駆動装置，走行装置， 

チェンジギア 装置，制動装置その 他の装置や部品の 規格，機能等について 

の 工業標準 ( 日本工業規格 ) として，昭和 3 6 年 1 月に J I S  D  g 3 

0 1 が制定され，その 後平成 8 年 3 月 1 日に改正された。 同基準は，操縦 

  部の操縦安定性に 関し ， 次のとおり定めている。 

ぽ ) 操縦回転部には ， きしみ， 当たりなどの 不円滑及び著しいがたがあ っ 

てはならない。 

( イ ) サドルを最後方位置にし ，乗員がその 最後方部に座乗して ，両手で ハ 

ンドルにぎり 部を っ かんだときに ， 自転車及び乗員の 合計重量の 2 5% 

以上が前車輪軸にかからなけれ ば ならない。 

㈹ 操縦角度は，左右それぞれ 6 0 。 以上でなければならない。 

被告が上記基準の ( イ ) についての測定試験を 行った結果は ， 3 5. 8 パ一 

セントであ った。 

ェ さらに， 日本工業規格として ， J I S  D  g 2 0 3 が制定され， 自転 

車 操縦安定性能試験方法について 定め，幅 5 0 センチメートル ，距離 ェ 0 

メートルの走路を ，進入速度時速 ェ 0 キロメートルで 手放し走行し ，幅 5 

0 センチメートルをはみ 出すか否かを 試験方法としている。 被告ではこの 

操縦安定性能試験を 行ったが，特に 異常は認められなかった。 

オ 自転車は，人間が 自らペダルを 踏み，ハンドルを 操作して走行する 乗り 

物 として，国際標準化機構や 日本工業標準調査会によって ，形状，構造， 

性能，耐久度，安全 度 等を統一する 規格が設けられているが ， これらの 規 

格 に適合する自転車についてタイヤが 滑るという指摘や 報告がなされたと 

の証拠はない。 タイヤのゴムは ， 他の材料に比べて 摩擦係数が大きく ， 本 

来 滑りにくいという 特性を有する。 また， 自転車は，前輪アラインメント 

よ ｜ て 直立安定性を 確保するとともに ，人がハンドルを 操作することに 



よって容易に 旋回することができる 構造になっているから ，通常の速度で 

進行しているときにタイヤが 滑るとは考えにくい。 

力 国民生活センタ 一では，平成 3 年度から平成 1 3 年度 ( 平成 1 4 年 3 月 

末 現在 ) までに，全国の 消費生活センタ 一に寄せられた 折りたたみ自転車 

に関する安全・ 品質・機能に 関する相談件数 8 7 件について分析するとと 

  もに，普及 品 と見られる希望小売価格 3 ～ 4 万円の折りたたみ 自転車を対 

象 として，全国の 9 消費センターと 共同で半年以上の 期間をかけて ，耐久 

性 ，安全な走行に 着目した乗りやすさ ，組み立てやすさをテスト し 「 折 

りたたみ自転車の 安全性」として 各種の知見や 情報をインターネ、 ット で 開 

示している。 上記相談を分析したところでは ，危害・危険情報合計 3 9 件 

のうち 2 2 件がハンドルやフレームが 折れるなどの 破損・折損という 内容 

であ り，折りたたみ 自転車の不具合は ，購入後の比較的短い 使用期間で発 

生していた。 また，上記テスト 結果は ， 折りたたみ自転車は ，小径タイヤ 

(2 0 インチ以下 ) を採用している 銘柄が多く，一般的な 自転車 (2 4 ～ 

2 6 インチ ) と 比べ直進走行や 旋回走行などの 乗車感覚が異なると 考えら 

れ ，運転感覚に 十分慣れない う ちは転倒 " などの事故にっながる 可能性があ 

ることを指摘している。 

キ 被告は，原告， から相談のあ った柏市消費者センタ 一に対し本件 T 

L 1 8 3 を調査した つえ， 特段の異常はなく ，折りたたみ 自転車としては 

通常の走行安定性があ ると報告した。 

ク 被告は，原告 から相談のあ った消費生活用製品 PL センタ一に対し ， 

原因調査書を 提出したが，それには 前項と同様の 記載がなされていた。 

同 センタ一では ，本件 TL I 8 3 を調査の うえ ， タイヤ径が小さくなる 

ほど回転慣性が 小さくなり，直進安定性が 小さくなって ，一般の自転車に 

比べて走行路面の 凹凸や傾斜の 変化によってハンドルがとられやすくなる ， 

とした ぅ えで，折りたたみ 自転車には収納・ 運搬の容易さ 等の有用性があ 

10 



  

るから，比較考量の うえ 選択すべきもので ，一般車に比べて 走行安定性が 

劣ることのゆえに TL 1 8 3 に構造上の欠陥が 存するということはできな 

い し前輪が後輪に 比べて小さいことは 走行安定性に 影響したとは 考え も 

れないとの判定をした。 

ケ 前後輪のタイヤのサイズが 異なる自転車は ，昭和 4 5 午に意匠 登録され， 

  昭和 4 6 年ころから実用化されるに 至り，現在でも ，前後輪のタイヤの サ 

イズ が異なる各種の 自転車が販売されている。 

(3) 以上の事実及び 争いのない事実等を 総合すると， TL 1 8 3 には，小径 車 

としての欠点はあ るものの，走行安定性に 欠けるとかタイヤが 横滑りすると 

い う 通常 有 すべき安全性を 欠いた構造上の 欠陥があ るものと認、 めることはで 

きない。 原告 ・自身も ， 少なくとも平成 1 4 年 6 月ころまでは 本件 TL l 

8 3 に違和感なく 乗車していたものであ り，原告らの 主張するような 構造上 

の 欠陥があ るとすれば，早 い 段階で異常を 感得し得たはずであ る。 

なお，原告 は，平成 1 4 年 6 ～ 7 月ころに走行中ハンドルが 異常に取 

られることがあ ったので，本件事故のときまで 乗車を控えていたと 供述する 

が， 争いのない事実等 2) と異なる ぅえ，ぞ れまで主張していなかったもので 

あ り，信用しがたいものであ る。 

(4) 原告らは，原告らの 主張を裏 付けるものとして ， 「タイヤの力学と 操縦 安 

定性」 との 論文 ( 甲 2 0) ,  「ブリヂストンⅠモールトンの 折りたた 

み & 小径 車 に関する宣伝文書」 ( 甲 3 8) を提出するが ， 甲 2 2, 2 3 及び 

証人   によれば， 同人の論文は 4 輪車と 2 輪車とを比較した ぅ えで， 

直進軍が曲がる 場合の遠心力や 横 力 に関してタイヤの 特性と操縦安定性を 論 

じたものであ り，かつ 2 輪車とはオートバイを 想定しているものであ って ， 

直立安定という 自転車固有の 問題には触れておらず ，また，直進車の 転倒の 

問題とも関係がないといえること ，摩擦 力や 摩擦係数を決定する 要因として 

は 複雑なものがあ り，一義的に 決まらないものであ ることが認められるから ， 

11 



原告らの主張は 推測に基づくもので ，力学的な説明が 困難であ るものといわ 

ざるをえず，また ， 甲 3 8 の記載からすると ， これは，ブリヂストンイモ 一 

ルトンの折りたたみ 自転車は，最新のフレーム 設計技術で小径車の 欠点を克 

服した高級自転車であ ることの説明として ，軽快 車 ( 一般車 ) , 小径車との 

対比をしているものといえるが ，小径 車が 構造的に欠陥があ るとまで記載し 

たものではないのであ る。 

なお，原告らは ，消費生活用製品 PL センタ一の判定において ，ハンドル 

の 操作性や走行時のハンドルの 取られやすさは 前輪のタイヤ 径の大きさに ょ 

るものであ って，前輪が 後輪に比べて 小さいことは 走行安定性に 影響したと 

は 考えられないとしていることに 関し，矛盾していると 批判するが，走行安 

定性はタイヤの 大きさの相違ではなく ，前輪の大きさによるものであ り， T 

L 1 8 3 の採用した 1 6 インチという 大きさは，ハンドルの 操作性や走行時 

の ハンドルの取られやすさにおいて 問題がないとはいわないが ，構造的に欠 

陥 があ るという程度ではないとするものであ って，矛盾はない。 

3  よって，その 余の点を判断するまでもなく ，構造上の欠陥があ ることを前提 

とする原告らの 請求はいずれも 理由がない。 

千葉地方裁判所松戸支部 

裁 判 官   

12 
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乙第 嘉肴 証 

2003-12-09 

業務連絡 640 発 N0.583 

く宛ノ 210-213A-214  く 写し ノ 640-641.642 

トラン・ジットライトの 走行テスト結果報告 (20 発 N0.390 関連Ⅰ 

M
O
 

査
 

 
 

 
 

 
 

  

土 直接     
      トランジットライトの 走行性能を確認するもの・ (NTL183. 転倒事（関連 ;2. ㎎依頼 分 );         

釆 事故状況 "" 坂道を下り後、 平地で時速 12km 伍 前後でハンドルが 振れだし、 転倒。 ユーザーは F16 イン 

テ 、 R18 インテのタイヤ 径を含む構造に 欠陥があ るとして提訴。         

2.fgffi   

  トランジットライトの 直進安定性、 障害物回避性能に 関して、 特に問題はないと 判断する。 

旦才塞   
(1) 陣吉 拐 回避 ( スラローム ) 走行試験 

3m 間隔に置いたパイロン 10 個を時速 15kmy 小で進入し、 最大努力でスラロ = ム 走行し、 往復のタイムを 計 

潮 する。 試技回数は 8 回八人、 ライダー 3 名 (.       ) 

(2) 直進手放し走行試験 ( Ⅱ 5 D  9203% 法 ) 

幅 50cm の間を時速 15km 瓜で進入し、 l0m 手放し走行する。 幅 50c 皿をはみ出した 地点の距離を 評価値 

に 置き換える。 試技回数は 5 回 71 人、 ライダー 3 名 (   ） 

Ⅹ評価値 :5m 未満 臣 i 点、 5 ～ 8m 未満 =3 点、 8 ～ 1Om 未満Ⅱ 4 点 ェ Om 完走ヰ 5 点 

(3) 比較車種 

①トランジットライト F16 インチ、 R18 インチ ( 以下 rNTLl80 」とする ) 、 

② N  社 Light  Wing  t8  インチ ( 以下『 N  社ロインチ」とする ) 、   

③ BRID  U 型 24 インチ ( 以下「 BRID24 インテ」とする ) 、 の 8 車種であ る。 

4.fgS 
(1) 障害物回避 ( スラローム ) 走行試験‥‥‥ ， 表 1 、 図工 

全試技平均タイムは、 NTLl80 コ 15.37 秒、 N 社 18 インチ 二 15.56 秒、 BRID24 インチコ 16.29 秒であ った。 

T 検定 ( 平均値の差の 検定 ) の結果、 ImLl80 は他の 2 車種に対して 有意に速いタイムであ り、 瞳 書物回避 

( スラローム ) 走行においては 最も優れていた。 

(2) 直進手放し走行試験 (JIS D g203 変法 ),,,. 、 ・ ， 表 2 、 図 2 

全試技の平均評価値は NTT Ⅱ 80=4.7 、 N 社 @8 インチ =4.1 、 BRD24 インテ =5 であ ったが、 T 検定の結 

果は NTTLl80 と B Ⅲ D24 インチとの間には 有意差 は みられなかつた。 NTLl80 と N 社 l8 インチには有意 
差がみられ、 NTLl80 が直進安定性は 優れていた。 

5.W 

直進安定性に 関してフィーリンバ 的には、 24 インチ車に比べると NTLl80 は小径 車 特有のハンドルの ウ イソ 

ク な切れ込み、 ふらつきが感じられるが、 4 円 回の手放し練習によって 債れてしまえば 24 インチ 車 なみのコン 

トロール性能が 得られた。 また、 直進安定性、 障書物回避性能に 関して他社の 旧インチ小径 車 より優れてい 

た。 したがって、 NTLl80 は時速 15km 伍での走行性能に 関して、 特に問題はないと 判断する。 

以上 
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① 判決 文 3 頁 目 、 最上段行から 2 3 行日、 被告の主張という 表題がっいた 記載 文 

のなかに最大で 1 0 数 センチメートルの 段差がついているところ、 とあ る。 

裁判所の判断では、 判決 文 7 頁目上段行から 2 1 行 目 に歩道は車道より 約 20 セ 

ンチメニトル 高くなっていたこと、 とあ る。 

Ⅹ 原告も被告も 発生状況の確認ではほ ほ 一致しており、 双方 共 、 主張では歩道と 

車道との段差の 差は最大でも 1 0 数 センチメートルであ る、 このことを担当書記官 

に 質問したところ、 裁判所の調査したところ、 この判断になった、 そういうよ う に 

読みとりしろといわれたのであ る。 

② 判決 文 1 0 真日、 最上段行から 3 行日、 力 国民生活センタ 一では平成 3 年度 

から平成丁 3 年度 ( 平成 1 4 年 3 月末現在 ) までに、 ・・ ( 文章を一部省く ) . . . 

運転感覚に十分慣れない う ちは転倒などの 事故にっながる 可能性があ ることを指摘 

している。 とあ る。 

来 この国民センタ 一の折りたたみ 自転車の安全性という 表題が付いた 商品テスト 

の発表は平成王 A 年 5 月 9 日で、 自転車の購入日は 平成丁 A 年 5 月 2 日であ り、 事 

故 が起きたのは 平成 1 4 年 9 月Ⅰ 0 日で、 その後の調査でこのホームページを 見た 

のであ る、 製造者責任法は 平成 7 年に施行されており、 製品の危害・ 危険性の情報 

はその製品を 製造したメーカ 一の責任でおこな う ものとされている ( 指示・警告上 

の 欠陥 ) この結果、 原告は 、 少なくとも購入口以双には 小径 輪 折りたたみ自転車の 

危害・危険性を 知ろ う とも知りえなかった。 

③ 判決 文 1 1 頁 目 、 最上段行から 1 1 行日、 原告， 自身も 、 少なくとも平成 1 

4 年 6 月ころまでは 本件 TL 1 8 3 に違和感なく 乗車していたものであ り、 原告ら 

の 主張するような 構造上の欠陥があ るとすれ ば、 早 い 段階で異常を 感得し得たはず 
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であ る。 とあ る。 

  

米 この件は裁判官自身で 公判中に原告 に向かって質問していた 記憶があ る、 

原告 は本件自転車に、 最初から違和感を 感じており、 何度も乗る練習をしたと 

いう 主張をしていた。 裁判官に伝わらなかったか、 記録の落丁であ る、 いずれにし 

ても裁判所のておちであ る。 

④裁判所の判断では、 判決 文 11 頁 目 、 最上段行から 5 行田 に 、 前後輪のタイヤ 

の サイズが異なる 自転車は、 昭和 4 5 年に意匠 登録され、 昭和 4 6 年ころから実用 

化されるに至り、 現在でも、 前後輪のタイヤのサイズが 異なる各種の 自転車が販売 

されている。 とあ る。 

Ⅹ 争点は、 前輪 径 が後輪 経 より小さな、 小径 輪 自転車 (2 0 インチ以下 ) のこと 

であ り、 それらの自転車が 意匠 登録されたという 被告側からの 証拠や主張はない。 

たしかに、 前後輪のタイヤのサイズが 異なる自転車が 意匠 登録されたという 被告側 

からの証拠は 示されたが、 普通径自転車のものであ り争点とはなんの 関係もない。 

2 、 裁判所の誤った 判断 

① 裁判所の判断では、 判決 文 8 頁 目 、 最上段行から 1 1 行日、 イ TL 1 8 3 は 、 

折りたたみ自転車として 折りたたみ操作機能、 コンパクト性 、 ・     ・ ( 文章を一部 

省く 戸 ・ ， ころ、     1 8 3 は、 いずれの基準にも 合致している。 とあ る。 

米 I SO の推薦 値 はあ くまでも目安にすぎない、 I SO の推薦 憤め キャスタ一角 

度は 6 5 。 以上で 7 5 。 を越えないこと。 とされている。     1 8 3 はキャス タ 

一角度が 7 2 。 と被告側から 証拠が提出されたが、 坂道の角度が 4 。 の場合、 坂道 

を 下っていた時、 前輪が水平になった 状態で後輪が 坂道に残っていた 場合、 キャス 

タ 一角度が 7 6 。 になってしまう、 また、 道路には凸凹があ るため自転車のキャス 

タ 一角度は常に 変化しているので 1 S0 の推薦 値 内にあ るからといって、 安全であ 

るとはいえない。 そしてトレール 長の基準値がないことも 1 S0 の不備であ ると 
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いえる。 

  

② 裁判所の判断では、 判決 文 9 頁 目 、 最上段行から 24 行田 に 、 タイヤのゴムは 、 

他の材料に比べて 摩擦係数が大きく、 本来滑りにくいという 特性を有する。 また、 

自転車は、 前輪アライメントによって 直立安定性を 確保するとともに、 人がハンド 

かな 操作することによって 容易に旋回することができる 構造になっているから、 通 

常の速度で進行しているときにタイヤが 滑るとは考えにくい。 とあ る。 

又 、 1 1 頁、 最上段行から 3 段目、 前輪が後輪に 比べて小さいことは 走行安定性 影 

饗 したとは考えられない。 とあ る 

Ⅹ ゴムは弾性係数が 非常に小 t くて柔らかいため、 真実接触面積が 非常に大き 

い、 そのため、 摩擦係数は荷重、 速度に関係なく 一定であ るという法則は 成立しな 

い、 粘着力による 摩擦係数は荷重が 小 t いほど大きくなり、 ゴムの摩擦 力は 接触面 

積に 比例する部分、 すなむち粘着力㏄㎡ h) に よ るものとゴムが 路面表面の凸凹の 沿 

って変形したときに、 粘性が抵抗となって 現れる部分 ( 血 ys) ヒステリシスロスから 

成る。 タイヤの場合トレッドゴムブロックを 細かくするとエッジ 部での接触 圧 が大 

きくなるので 乾いた路面上での 摩擦係数は小さくなる。 また、 タイヤはそのまま 

では滑らないが 走行中に 、 急にブレーキをかけた 場合、 自転車の前輪は 走行原理か 

らしてタイヤが 最大摩擦 力 に達した時点で 滑り出す。 これはタイヤの 接地面積に 比 

倒 しており、 タイヤ幅が同じ 場合、 径の小 t い 自転車ほど滑りやすくなる、 この車 

輪径 が小さくなるということはトレール 最も短くなり 重量効果も減るため 前輪の回 

頭 性も悪くなる、 前後両輪が滑る 自転車と前輪だけが 滑る自転車とどちらがコント 

ロールしやすいかということであ る、 これらのことから、 小径 輪 自転車の場合、 前 

輪 が後輪に比べて 小さいことは 走行安定性に 影響したとは 考えられないとするのは 

裁判官の判断の 誤りであ る。 

③ 裁判所の判断では、 判決 文 1 0 頁 目 、 最上段行から 2 3 行 目に、 同 センタ一で 

は 、 本件 TL1 8 3 を調査の うえ 、 タイヤ径が小 t くなるほど回転慣性が 小さく む 

り 直進安定性が 小さくなって、 一般の自転車に 比べて走行路面の 凸凹や傾斜の 変 
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化によってハンドルがとられやすくなる、 とした ぅ えで、 折りたたみ自転車には 収 

納 ・運搬の容易さ 等の有用性があ るから、 比較 考 の うえ 選択すべきもので、 一般 

車 に比べて走行安定性が 劣ることのゆえに TL I 8 3 に構造上の欠陥が 存すると ぃ 

ぅ ことはできないし、 前輪が後輪に 比べて小さいことは 走行安定性に 影響したとは 

考えられないとの 判定をした。 とあ る。 

Ⅹ この判断をなぜ 裁判官がくだしたのか 理解が出来ないが、 消費者の安全を 無視 

したものであ る、 自転車は本来、 道路交通法規上、 軽車両と認定され、 通常、 車道 

側を通行するように 定められている、 そのために自動車と 同じ道路を走行しなけれ 

は ならない。 ハンドルがとられやすく、 一般車に比べて 走行安定性が 劣る小経 輪折 

りたたみ自転車を、 収納・運搬の 容易さ等の有用性があ るからこの程度の 危険は無 

規 し、 あ とは消費者の 選択にまかせると、 読みとれ、 裁判官の良識が 疑われる。 

ホ 判決文中に比較考量とあ るが比較考慮ではないかと 考えられる。 

④ 判決 文 1 1 真日、 最上段行から 2 1 行田、 証人     にょ れば、 同人の論 

文は 4 輪車と 2 輪車とを比較したりえで、 直進軍が曲がる 場合の遠心力や 横 力 に関 

してタイヤの 特性と操縦安定性を 論じたものであ り、 かっ 2 輪車とはオートバイを 

想定しているものであ って、 直立安定という 自転車固有の 問題には触れておらず、 

また、 直進車の転倒の 問題とも関係がないといえること、 摩擦 力や 摩擦係数を決定 

する要因としては 複雑なものがあ り、 一義的にはきまらないものであ ることが認め 

られるから、 原告らの主張は 推測にもとずくもので、 力学的な説明が 困難であ るも 

のといわざるをえず、 とあ る 

Ⅹ 2 輪車のオートバイと 2 輪車の自転車とも、 その倒立原理、 及び双輪の自立 機 

能 とも同じであ る、 このことは被告側証人，     氏も乙 2 3 号証の表題、 訴訟 

事件に対する 回答書の中で、 オートバイでも 自転車でも、 あ る程度速度が 高く 、 キ 

ヤ ンバスラストという 棋カ と横 加速度が釣り 合って旋回する 場合は同じ メヵ ニズム 

と 考えます。 ・・ ぼ 章を一部省く ) . . この ょう に、 2 輪車の場合は、 あ る程度 速 

度 が高い、 ジャイロ効果が 働くような場合と 低速での場合で 曲がるメカニズムが 異 

なっています。 これはオートバイの 場合でも同様です。 とあ り、 オートバイと 自転 
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車 が同じ機能で 成り立っていることを 認めている。 2 輪車の旋回特性 ( キャンバー 

スラスト及びコーナーリンバフオース ) は 4 輪 東 より複雑で、 2 輪 車は 4 輪車の 旋 

回 特性を併せ持っている、 すな む ち、 2 輪車のタイヤの 依存性接触圧の 証明を 4 輪 

車の旋回特性で 証明しても何の 問題もない。 また、 本件は、 従来の民法 7 0 9 条 

以下に定められた 不法行為により、 責任を追及するような、 訴えた消費者側が 過失 

を 立証しなければならない、 ( 過失責任の原則 ) ということではない。 原告は 、 

製造物責任法を 主張しており、 メ 一ヵ 一 側に無過失責任があ るために、 自転車を カ 

学的な説明で 欠陥のないことを 証明するのは、 メーカー側にあ るため、 本件の裁判 

所の判断はあ たらむ い 。 

3 証拠の担 造は ついて 

① 裁判所の判断では、 判決 文 9 頁 目 、 最上段行から 1 5 行 目に 、 さらに、 日本工 

業 規格として、 J I S  D  g 2 0 3 が制定され、 自転車操縦安定性能試験方法に 

ついて定め、 幅 5 0 センチメートル、 距離 1 0 メートルの走路を、 進入速度 1 0 キ 

ロメートルで 手放し走行し、 幅 5 0 センチメートルをはみ 出すか否かを 試験方法と 

している。 被告ではこの 操縦安定性能試験を 行ったが、 特に異常は認められなかっ 

た 。 とあ る。 

米 乙第 6 号 託 とあ るのがブリヂストンサイクル ( 株 ) が製造販売している、 トラ 

ンジットライトの 自社テストによる 走行結果であ る。 乙第 2 6 号 託 とあ るのが 原 

告が 裁判所に文書提出命令を 提出して、 被告側から提出させた、 ブリヂストンサイ 

クル ( 株 ) 作成による走行テスト 結果であ る。 この乙第 2 6 号証は被告のブリヂ 

ストンサイクル ( 株 ) の販売サイトの 中にあ る、 ブリヂストン / モールトン自転車 

(http://netstore.bscycle.cojp ん sm,axs? ㎝ 0 何 001000101)  という頁の商品詳細をクリッ 

ク するとテクノロジーノートという 頁がでてくる、 その 1 頁目の左下に 手放し走行 

距離という表題で、 グラフがのっているが、 そのグラフを 作成するときに 使った 墓 

の データ一であ る。 この被告のブリヂストンサイクル ( 株 ) が自社テストにより 作成 

した直進手放し 走行試験では、 前輪 径 1 6 インチのトランジットライトは、 普通径 

自転車との比較テストでは、 有意差無しとなっている、 一方、 前輪 径 2 0 インチの 
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BD 一 l ( ミズタニ自転車 ( 株 ) コは 、 普通径自転車との 比較テストでは、 平均値が 

5 0% 未満であ る。 これらのことを、 総合的に考えれば BD 一 l U ミズタニ自転 

車 ( 株 ) コは 直線手放し走行の 性能がトランジットライトの 約 5 0% しかないことに 

なり、 この BD 一 l ( ミズタニ自転車 ( 株 ) コ 製造の自転車はデータ 一の数字上から 

みても完全な 欠陥車であ るということになる。 しかし、 2 輪車の走行原理から 

いっても、 一般的には、 前輪が小 t くなれば ブ ラツキが増し、 自転車の走行安定性 

は 悪化することから、 ど う 考えても矛盾であ る。 これらのことからメーカ 一によ 

る データ一の 握 造を原告は主張してきたが、 そのメーカ一の 握遣 したデーターを 証 

拠 採用するとは、 裁判所の真意がわからない。 
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